
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

◎
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
一
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

（
令
第
一
条
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

第
一
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政

第
一
条

（
新
設
）

令
第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
二
の
環
境
省
令
で

定
め
る
廃
水
銀
は
、
水
銀
又
は
そ
の
化
合
物
が
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
（
以
下

「
水
銀
使
用
製
品
」
と
い
う
。
）
が
一
般
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
か
ら
回
収
し

た
も
の
と
す
る
。

２

令
第
一
条
第
一
号
の
三
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め

（
新
設
）

る
方
法
に
よ
り
処
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

３

令
別
表
第
一
の
一
の
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施
設
は
、
ば
い
じ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

ん
を
焼
却
灰
と
分
離
し
て
排
出
し
、
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
灰
出
し
設
備
及

三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
の
環
境
省
令
で
定
め

び
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
焼
却
施
設
と
す
る
。

る
ご
み
処
理
施
設
は
、
ば
い
じ
ん
を
焼
却
灰
と
分
離
し
て
排
出
し
、
貯
留
す
る

こ
と
が
で
き
る
灰
出
し
設
備
及
び
貯
留
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
焼
却
施
設
と

す
る
。

４
～
７

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
令
第
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

（
令
第
二
条
の
四
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
等
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）



２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
環
境
省
令
で
定
め
る
廃
水
銀
等
は
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
廃
水
銀
又
は
廃
水
銀
化
合
物

（
水
銀
使
用
製
品
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
に
封
入
さ
れ
た
廃
水
銀
又

は
廃
水
銀
化
合
物
を
除
く
。
）

二

水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
又
は
水
銀
使

用
製
品
が
産
業
廃
棄
物
と
な
つ
た
も
の
か
ら
回
収
し
た
廃
水
銀

６

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水

（
新
設
）

銀
の
精
製
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
精
製
に
伴
っ
て
生
じ
た
残
さ
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

７

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
指
定
下
水
汚
泥
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

５

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
指
定
下
水
汚
泥
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
当
該
指
定
下
水
汚
泥
に
含
ま
れ
る
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る

準
は
、
当
該
指
定
下
水
汚
泥
に
含
ま
れ
る
金
属
等
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る

判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
。
以
下
「
判
定

判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第
五
号
。
以
下
「
判
定

基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄

基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し

に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し

、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
指
定
下
水
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た

、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ニ
の
指
定
下
水
汚
泥
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た

も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又

も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又

は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二

は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一

の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当

の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場

該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場

合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か

合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か

ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第

ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第



三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

８

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
の
鉱
さ
い
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

６

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ
の
鉱
さ
い
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

当
該
鉱
さ
い
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま

当
該
鉱
さ
い
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま

で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ

で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ

ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ホ

の
鉱
さ
い
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

の
鉱
さ
い
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基

準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸

準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸

又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
、
五
の

又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
、
五
の

項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該

項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合

各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合

は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら

は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら

三
の
項
ま
で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご

三
の
項
ま
で
、
五
の
項
、
六
の
項
及
び
二
三
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

９

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ト
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物

７

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
ば
い
じ
ん
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

８

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ト
の
ば
い
じ
ん
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

10
、
当
該
ば
い
じ
ん
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
一
の
項
及
び
二
四

、
当
該
ば
い
じ
ん
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
一
の
項
及
び
二
四

の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ

の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
ば
い
じ
ん
を
処
分
す
る
た
め
に

る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ト
の
ば
い
じ
ん
を
処
分
す
る
た
め
に

処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が

処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が

、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る

、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る

別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ

別
表
第
一
の
一
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ



れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外

れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外

の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の

の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の

項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第

項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第

三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

令
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
の
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
に
係
る
環
境
省
令
で
定

９

令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
に
係
る
環
境
省
令
で
定

11
め
る
基
準
は
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
二

め
る
基
準
は
、
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別
表
第
五
の
二

の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
二
欄
に

の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
二
欄
に

掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

令
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
の
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た

令
第
二
条
の
四
第
五
号
チ
の
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た

も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又

も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又

は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二

は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一

の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
一

の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の
項
及
び
二
五
の
項
の
第
一

欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る

し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る

判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の

判
定
基
準
省
令
別
表
第
六
の
二
の
項
、
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
二
三
の

項
及
び
二
五
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第

項
及
び
二
五
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第

三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヌ
の
廃
油
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係

令
第
二
条
の
四
第
五
号
リ
の
廃
油
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係

12

10

る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
油
の
場
合
は
廃

る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
油
の
場
合
は
廃

溶
剤
（
別
表
第
二
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項

溶
剤
（
別
表
第
一
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
は
な
い
こ
と
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
は
な
い
こ
と
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア

ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
九
の
項
か
ら

ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一
の
九
の
項
か
ら

一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に

一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に



そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃

ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別

ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省
令
別

表
第
六
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄

表
第
六
の
九
の
項
か
ら
一
八
の
項
ま
で
、
二
二
の
項
及
び
二
四
の
項
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ル
の
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
係
る
環
境
省

令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヌ
の
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
係
る
環
境
省

13

11

令
で
定
め
る
基
準
は
、
汚
泥
に
つ
い
て
は
当
該
汚
泥
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省

令
で
定
め
る
基
準
は
、
汚
泥
に
つ
い
て
は
当
該
汚
泥
に
含
ま
れ
る
判
定
基
準
省

令
別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に

令
別
表
第
五
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ

リ
に
つ
い
て
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項

リ
に
つ
い
て
は
当
該
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一
の
一
の
項

か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の

か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ル
の
こ
れ
ら
の
廃
棄

第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
第
二
条
の
四
第
五
号
ヌ
の
こ
れ
ら
の
廃
棄

物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃

当
該
処
理
し
た
も
の
が
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
の
場
合
は
当
該
廃
酸
又
は
廃

ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
二
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に

ア
ル
カ
リ
に
含
ま
れ
る
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
一
欄
に

掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

掲
げ
る
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定

廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
以
外
の
場
合
は
当
該
処
理
し
た
も
の
に
含
ま
れ
る
判
定

基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質

基
準
省
令
別
表
第
六
の
一
の
項
か
ら
二
五
の
項
ま
で
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
物
質

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

令
第
二
条
の
四
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
焼
却
施
設
は
、
前
条
第
三
項

令
第
二
条
の
四
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
焼
却
施
設
は
、
前
条
第
一
項

14

12

に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

～

（
略
）

・

（
略
）

15

16

13

14

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま

第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
前
項
に
掲
げ

17

15



で
及
び
前
項
に
掲
げ
る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た

る
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出

場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
又
は
感
染
性
一
般
廃
棄
物
を
収
納

（
感
染
性
一
般
廃
棄
物
を
収
納
す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

す
る
運
搬
容
器
の
構
造
）

第
一
条
の
十
一
の
二

令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
又
は
感
染
性
一

第
一
条
の
十
一
の
二

感
染
性
一
般
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ヘ
の

般
廃
棄
物
に
係
る
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め

規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め
る
構
造
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定

る
構
造
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
密
閉
で
き

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
密
閉
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
所
要
の
措
置
）

（
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
の
積
替
え
に
係
る
所
要
の
措
置
）

第
一
条
の
十
四

令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め

第
一
条
の
十
四

令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
規
定
に
よ
る
環
境
省
令
で
定
め

(3)

(3)

る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
措
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
第
一
条
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
容
器
に
入
れ
て

（
新
設
）

密
封
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
廃
棄
物
の
飛
散
、
流
出
又
は
揮
発
の
防
止
の

た
め
に
必
要
な
措
置
、
高
温
に
さ
ら
さ
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置
及
び
腐

食
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
）

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
の
五

法
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ご
み
処
理
施
設
の
維
持
管

第
四
条
の
五

法
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ご
み
処
理
施
設
の
維
持
管

理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

理
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一

（
略
）

一

（
略
）

二

焼
却
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お

二

焼
却
施
設
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

イ
～
ヲ

（
略
）

イ
～
ヲ

（
略
）

ワ

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
別
表

ワ

煙
突
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
ガ
ス
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
が
別
表

第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
燃
焼
室
の
処
理
能
力
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
定

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
燃
焼
室
の
処
理
能
力
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
濃
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
ご
み
を
焼
却
す
る
こ
と
。

め
る
濃
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
ご
み
を
焼
却
す
る
こ
と
。

カ
～
フ

（
略
）

カ
～
フ

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

三
～
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
積
替
え
に
関
す
る
所
要
の
措
置
）

第
八
条
の
十

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

第
八
条
の
十

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
環
境
省
令
で
定
め
る
措

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
第
四
条
の
二
第
一
号
ト

の
環
境
省
令
で
定
め
る
措

(3)

(3)

置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

廃
水
銀
等
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ

（
新
設
）

と
。

五

（
略
）

四

（
略
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
）

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準
）

第
八
条
の
十
三

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄

第
八
条
の
十
三

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
保
管
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
保
管
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一
～
四

（
略
）

一
～
四
（
略
）

五

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

五

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

と
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

廃
水
銀
等
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
十
四
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
る

（
新
設
）

こ
と
。

ヘ
・
ト

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）

（
新
設
）

一

水
銀
若
し
く
は
そ
の
化
合
物
が
含
ま
れ
て
い
る
物
又
は
水
銀
使
用
製
品

廃
棄
物
か
ら
水
銀
を
回
収
す
る
た
め
の
施
設

二

水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設

三

灯
台
の
回
転
装
置
が
備
え
付
け
ら
れ
た
施
設

四

水
銀
を
媒
体
と
す
る
測
定
機
器
（
水
銀
使
用
製
品
を
除
く
。
）
を
有
す

る
施
設

五

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関

六

大
学
及
び
そ
の
附
属
試
験
研
究
機
関



七

学
術
研
究
又
は
製
品
の
製
造
若
し
く
は
技
術
の
改
良
、
考
案
若
し
く
は

発
明
に
係
る
試
験
研
究
を
行
う
研
究
所

別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）



廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
及
び
第
一
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

◎
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
及
び
第
一
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告

示
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
及
び

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
及
び

第
四
項
並
び
に
第
一
条
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定

第
一
条
の
二
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

め
る
方
法

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚

（
新
設
）

生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
の
環
境

大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
四
年

厚
生
省
告
示
第
百
九
十
四
号
）
第
一
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

二

規
則
第
一
条
第
四
項
及
び
第
一
条
の
二
第
十
五
項
の
環
境
大
臣
が
定
め
る

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

方
法
は
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
又
は
再

令
第
三
十
五
号
）
第
一
条
第
二
項
及
び
第
一
条
の
二
第
十
三
項
の
環
境
大
臣
が
定

生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
四
年
厚
生
省
告
示
第
百

め
る
方
法
は
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
又
は
再

九
十
四
号
）
第
二
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
四
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十

四
号
）
第
一
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。



特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
基
準
の
検
定
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
条
文

◎
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
基
準
の
検
定
方
法
（
平
成
四
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
基
準
の
検
定

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
基
準
の
検
定

方
法

方
法

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚

生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
六
項
並
び
に

生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
三
項
並
び
に

第
一
条
の
二
第
七
項
、
第
十
一
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
六
項
に
掲
げ
る
基

第
一
条
の
二
第
五
項
、
第
九
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
に
掲
げ
る
基
準

準
（
規
則
第
一
条
の
二
第
七
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
に
掲
げ
る
も
の

（
規
則
第
一
条
の
二
第
五
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

に
つ
い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（

い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を

類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
検
定
方
法
は
、
次

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
検
定
方
法
は
、
次
の
イ

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

規
則
第
一
条
の
二
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
に

四

規
則
第
一
条
の
二
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
十
一
項
ま
で
に
掲

掲
げ
る
基
準
（
規
則
第
一
条
の
二
第
七
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
三
項
に
掲

げ
る
基
準
（
規
則
第
一
条
の
二
第
五
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
に
掲
げ
る

げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
検

も
の
に
つ
い
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
検
定
方



定
方
法
は
、
検
定
方
法
告
示
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

法
は
、
検
定
方
法
告
示
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

合
に
お
い
て
、
検
定
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
が
燃
え
殻
、
汚
泥
、
鉱
さ

お
い
て
、
検
定
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
が
燃
え
殻
、
汚
泥
、
鉱
さ
い
、

い
、
ば
い
じ
ん
又
は
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の

ば
い
じ
ん
又
は
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
で
あ

で
あ
る
場
合
は
、
検
定
方
法
告
示
中
埋
立
処
分
を
行
お
う
と
す
る
こ
れ
ら
の

る
場
合
は
、
検
定
方
法
告
示
中
埋
立
処
分
を
行
お
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
産
業

産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
の
規
定
を
適
用
し
、
検
定
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄

廃
棄
物
に
つ
い
て
の
規
定
を
適
用
し
、
検
定
し
よ
う
と
す
る
産
業
廃
棄
物
が

物
が
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
場
合
は
、
検
定
方
法
告
示
中
海
洋
投
入

廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
場
合
は
、
検
定
方
法
告
示
中
海
洋
投
入
処
分

処
分
に
係
る
こ
れ
ら
の
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
の
規
定
を
適
用
す
る
。

に
係
る
こ
れ
ら
の
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
の
規
定
を
適
用
す
る
。



特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
条
文

◎
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
四
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
及
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の

方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

（
新
設
）

第
三
百
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ

る
令
第
一
条
第
一
号
の
二
又
は
第
一
号
の
三
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
処
分
又
は

再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
精
製
設
備
を
用
い
て
精

製
し
た
上
で
、
硫
化
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
粉
末
状
の
硫
黄
と
化
学
反

応
さ
せ
る
と
と
も
に
、
化
学
反
応
に
よ
り
生
成
す
る
硫
化
水
銀
に
つ
い
て
、

固
型
化
設
備
を
用
い
て
十
分
な
量
の
結
合
剤
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
固
型
化

す
る
方
法
と
す
る
。

二

令
第
四
条
の
二
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
令
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号

一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
並
び
に
令
第
六
条
の
五
第
二
項

。
）
第
四
条
の
二
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
令
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四
条
の
二
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ

に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
並
び
に
令
第
六
条
の
五
第
二
項

る
令
第
二
条
の
四
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生

に
お
い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
令
第
四
条
の
二
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ

の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
令
第
二
条
の
四
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生

の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

二
～
四

（
略
）

六

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
感
染
性
産
業
廃
棄
物
（

五

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
感
染
性
産
業
廃
棄
物
（

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
処

分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
三
号
イ
か
ら

分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
二
号
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

七
・
八

（
略
）

六
・
七

（
略
）

九

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

八

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

汚
染
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
又
は
工
作
物
の

汚
染
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
又
は
工
作
物
の

新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
そ
の
他

新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法

こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法

と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

第
七
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法

イ

第
六
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法

ロ

第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法

ロ

第
六
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法

ハ
～
ヘ

（
略
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

ト

第
七
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法

ト

第
六
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法

十

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

九

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

処
理
物
（
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分

処
理
物
（
廃
油
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分

又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
七
号
イ
か
ら
ヘ

又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
六
号
イ
か
ら
ヘ

ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

十
一

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

十

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

ル
処
理
物
（
汚
泥
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
又
は
繊
維
く
ず
で
あ
る
も
の
に
限
る

処
理
物
（
汚
泥
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
又
は
繊
維
く
ず
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

。
）
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
八

）
の
処
分
又
は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
七
号



号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

十
二

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

十
一

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
処
理
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
は
陶
磁
器
く
ず
又
は
工
作

ル
処
理
物
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
は
陶
磁
器
く
ず
又
は
工
作

物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片

物
の
新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生

の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
九
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
八
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

げ
る
方
法
と
す
る
。

げ
る
方
法
と
す
る
。

十
三

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

十
二

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ヘ
の
規
定
に
よ
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
処
理
物
（
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
汚
泥
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊

ル
処
理
物
（
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
汚
泥
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊

維
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
及
び
工
作
物
の

維
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
及
び
工
作
物
の

新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の

新
築
、
改
築
若
し
く
は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生
の
方

他
こ
れ
に
類
す
る
不
要
物
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
の
処
分
又
は
再
生
の
方

法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
七
号
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
並
び
に
第

法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
第
六
号
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
並
び
に
第

八
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

七
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

十
四

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ト
の
規
定
に
よ
る
廃
石
綿
等
の
処
分
又

十
三

令
第
六
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ト
の
規
定
に
よ
る
廃
石
綿
等
の
処
分
又

は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

は
再
生
の
方
法
と
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

。

。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
七
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法

ロ

第
六
号
ヘ
に
掲
げ
る
方
法


